
お取引先 各位 

２０２4年１1月１日 

スタンレー電気株式会社 

購買本部 自動車購買部 部長 石川 善章 

購買本部  電子購買部 部長 新井 北斗 

       コーポレート本部 ＣＮ推進部 部長 大束 英雄 

 
                                                 

スタンレーグループ  グリーン調達ガイドライン及び 

スタンレー製品化学物質管理基準書改定のご案内 

 

 

拝啓、貴社益々ご盛栄のこととお喜び申し上げます。 

平素は、弊社のグリーン調達活動にご協力いただき、誠にありがとうございます。 

この度、以下の通りグリーン調達ガイドライン及びスタンレー製品化学物質管理基準書の改定を 

いたしますので、貴社関連部門（委託先、取引先メーカー含む）への周知徹底をお願いいたします。 

なお、これらは以下 弊社ホームページから閲覧／ダウンロードが可能です。 

https://www.stanley.co.jp/sustainability/environment/green.html 

敬具 

記 
 

１．施行日 

スタンレーグループ グリーン調達ガイドライン 第１７版、スタンレー製品化学物質管理基準書  第６版 

２０２4年 １２月 ２日 施行 

 

２．貴社ご対応について  

グリーン調達ガイドライン、スタンレー製品化学物質管理基準書の内容確認と遵守をお願いします。  

内容にご不明な点がございましたら、下記問い合わせ窓口までご連絡ください。 

 

【問い合わせ先】 

＊グリーン調達ガイドラインに関する問い合わせ 

秦野製作所内 コーポレート本部 ＣＮ推進部 環境管理課 

山根： E-mail:  STJ_green_jimukyoku@stanley-electric.com 

 

＊エコパートナーに関する問い合わせ 

秦野テクニカルセンター内 購買本部 自動車購買部 企画管理課 

                           瀧川： E-mail:  STJ_STANLEY_PPMS@stanley-electric.com 

 

＊スタンレー製品化学物質管理基準書に関する問い合わせ 

秦野製作所内 コーポレート本部 ＣＮ推進部 環境管理課 

佐藤、伊藤： E-mail:  STJ_green_jimukyoku@stanley-electric.com 
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３．主な改定内容（※改定理由） 

（1）グリーン調達ガイドライン  

・「はじめに」 環境担当名、購買担当名の変更 （ｐ１） 

・当社の環境保護活動について改定  

① TCFDの開示について追記 （ｐ２）   

② ４）カーボンニュートラルへの取り組みについて追記 （ｐ３）  

 ※新規取り組みについて追記 

・フロー図内の「JAMPチェックシート」の正式名称を下段に追記 （ｐ６）  

※名称の明確化 

・提出資料一覧表の「その他」の提出タイミングを改定 （ｐ９）  

※現状に沿った内容への変更 

 

（２）スタンレー製品化学物質管理基準書 

本文 

・３．遵守事項 

  １）「スタンレー製品化学物質管理基準書」の遵守（ｐ3） 

  ４) 製品化学物質調査、報告 表２ 文言修正（ｐ5） 

  ８）その他遵守事項 （１）資料提出のお願い 表３ 文言修正（ｐ8） 

・４．製品化学物質 ３）電機・電子製品 （１）管理対象範囲 表７ 文言修正（ｐ11） 

※管理強化 

 

別表１ 特別管理対象物質（車載製品） 

GADSLとの差異がある物質を更新（ｐ14-32） 

 ※GADSL２０２４年８月版を基に当社要求事項を改定、管理強化 

 

別表２  特別管理対象物質（車載製品）適用除外用途 

内容見直し（ｐ33-35） 

※管理強化 

 

別表３ 特別管理対象物質（電機・電子製品） 

・１．禁止 内容見直し ４物質群追加（ｐ36-48） 

・３．要報告 内容見直し １１物質群追加（ｐ49-56） 

 ※管理強化 

 

別表４ EU RoHS 指令附属書Ⅲ適用除外用途 

内容見直し（ｐ57-63） 

※法規改定反映、管理強化 

 

別表５ EU RoHS 指令附属書Ⅳ適用除外用途 

内容見直し（ｐ64-67） 

※法規改定反映、管理強化 

 

 

 

 



別表６ 特別管理対象物質（包装材） 

内容見直し（ｐ68-69） 

※管理強化 

以上 


